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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽光を採光して集光セルにて電気に変換する
と共に、太陽光の赤外線を集光して熱変換することによ
り、太陽エネルギーを効率良く利用可能な集光パネルを
提供する。
【解決手段】集光グリッドは入射光側に太陽光を集光す
るフレネルレンズ１４を設置した筐体で中間部に４５度
の傾斜角を有して可視光反射フィルター１５による可視
光の反射を集光セル１７にて受け発電し、また可視光反
射フィルターの下部に赤外線反射ミラー２０を設け、赤
外線反射ミラーにて集光した赤外線は熱変換されて集光
熱ボイラー装置に蓄熱される。
【選択図】図２



(2) JP 2016-5299 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
集光グリッドは中空形状の筐体を形成し、該筐体の上部入射光側に太陽光を集光するフレ
ネルレンズを設置し、該筐体の中間部には前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の
傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターを設け、該可視光のみ反射フィルタ
ーに対向する前記筐体の側壁には補正用プリズムレンズを介して集光セルを設置し、該集
光セルは制御基板を介して夫々リード線にて蓄電池に接続されており、また前記可視光の
み反射フィルターの下部には前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾斜角を有し
て設置された赤外線反射ミラーを設け、該赤外線反射ミラーに対向する前記筐体の側壁に
は補正用集光レンズを介して光ファイバー導入口を設置し、該光ファイバー導入口を有す
る光ファイバーは集光熱ボイラー装置に内蔵された熱電変換器に接続されており、前記集
光グリッドを構成する中空形状の筐体は左右及び上下方向に複数個配列して集光パネル枠
内に嵌着保持されてパネル形状板を構成していることを特徴とする太陽光の集光パネル
【請求項２】
前記集光パネルを構成する集光グリッドは夫々中空形状の筐体を形成し、該筐体の上部入
射光側に太陽光を集光するフレネルレンズを設置し、該フレネルレンズを介して集光され
た太陽光は前記筐体の中間部に前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾斜角を有
して設置された可視光のみ反射フィルターにて反射した後補正用プリズムレンズを介して
集光セルに入射して電気に変換され、該変換された電気は制御基板を介してリード線にて
蓄電池に蓄電され、また前記可視光のみ反射フィルターを通過した赤外線は可視光のみ反
射フィルターの下部に前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾斜角を有して設置
された赤外線反射ミラーにて反射集光した後補正用集光レンズを介して光ファイバー導入
口に集光され、該光ファイバー導入口に集光された赤外線は光ファイバーを介して熱電変
換器を内蔵した集光熱ボイラー装置に熱として蓄積されるよう構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の太陽光の集光パネル。
【請求項３】
前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて２つ以上の集光パネルを形成し、該
集光パネルは建物の屋上や野外に設置され夜間や日没時及び台風等気象条件の悪い時には
折り畳み又は折り畳んで収納可能に構成したことを特徴とする請求項１または請求項２の
いずれかに記載された太陽光の集光パネル。
【請求項４】
前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて形成された集光パネルは太陽光に対
して角度調整や回転機構を具備しており、該角度調整や回転機構を太陽光追尾装置にて回
動操作することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載された太陽光の集光
パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、太陽光を採光して集光セルにて電気に変換すると共に、太陽光の赤外線を集光
して熱変換することにより、太陽エネルギーを効率良く利用可能な集光パネルに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
太陽光を効率良く利用するために太陽光の追尾装置を備えた採光システムや太陽光エネル
ギーを電気エネルギーに変換する太陽電池システム等の開発等が数多くなされている。
【０００３】
例えば太陽光を採光として利用するために太陽光の追尾装置を備えた採光装置の一例とし
て、特開２０１３－１０４２６１号公報（以下、特許文献１と称する）がある。特許文献
１の発明は、建物の屋上や屋根に設置されるトップライトと呼ばれる太陽光の採光装置に
おいて、トップライトを構成するドーム内に太陽光の追尾システムを備えた反射ミラーを
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設けて太陽光を追尾し太陽光に正対する効率的な採光装置を提供するものである。
【０００４】
また、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池システムの一例として、特開
平１１－９７７２９号公報（以下、特許文献２と称する）がある。特許文献２の発明は、
どのような向きのモジュール設置場所においても南向きと同様な発電特性を発揮する手段
を提供するというものであり、集光系と太陽電池セルを有する複数個の集光セルで太陽電
池モジュールを構成し、集光セルを構成する集光系の光軸がモジュールの主表面の法線方
向と異なる向きをもつ集光セルが少なくとも１つ存在するように構成したり、集光セル同
士を可動可能に構成して、太陽光に正対する時間を長くすることが可能で、発電効率や設
置面積効率を高めることができる太陽電池モジュールを提供するものである。
【０００５】
而して、特許文献１は、太陽光の日照時間を効率良く採光に利用する方法として、太陽光
の追尾装置を備えた採光装置であり、また、特許文献２は、集光セルの設置位置にかかわ
らず太陽光が集光セルに長時間にわたって入射するように構成した太陽電池モジュールで
、発電用の集光セルの形状が発電効率を高めて太陽光エネルギーの有効利用を図る太陽電
池モジュールを提供するものである。
【０００６】
然しながら、本発明は、太陽光を効率よくエネルギー変換することを目的として開発され
た太陽光の集光パネルに関するものであり、特許文献１、及び特許文献２の発明により開
示された太陽光の追尾装置や、集光セルの形状により太陽光が集光セルに長時間にわたっ
て入射するように構成して太陽エネルギーを有効利用すると云うだけのものではない。
【０００７】
太陽光の利用の形態として、太陽光エネルギーを上述の如く電気エネルギーに変換する太
陽電池について考察してみた。即ち、太陽エネルギーは紫外線、可視光、赤外線等、波長
の異なった光で構成されており、太陽電池は、太陽光エネルギーの内、その一部である可
視光のみを変換して利用するものが大部分であり、それ以外の紫外線領域の光や赤外線の
光については発電に利用されていないのが実情である。波長の短い紫外線領域の光は、エ
ネルギーが高く、太陽発電セルの劣化を早めると云う問題があり、また、可視光よりも波
長の長い赤外線領域の光は、太陽発電セルの温度を上昇させるとともに、太陽発電セルの
出力低下を招いてしまう欠点があることが解ってきている。
【０００８】
斯して、本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、上述した太陽エネルギーを電
気変換しやすい可視光と、熱変換しやすい赤外線に集光グリッド内で分けて夫々集光させ
、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄電し、赤外線は熱として取り出すこと
により、例えば集光熱ボイラー装置に蓄積可能で、太陽光エネルギーの波長帯を幅広く効
率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１３－１０４２６１号公報
【特許文献２】特開平１１－９７７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、エネルギーが紫外線、可視光、赤外線と広い波長帯に分布している太陽光を効
率よくエネルギーに変換することを目的として開発されたものである。本発明は、太陽エ
ネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外線とに集光グリッド内で分けて
夫々集光させ、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄電し、赤外線は熱として
取り出すことにより、例えば集光熱ボイラー装置に蓄積可能で、太陽光エネルギーの波長
帯を幅広く効率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、集光グリッドは中空形状の筐体を形成し、該筐体の上部入射光側に太陽光を集
光するフレネルレンズを設置し、該筐体の中間部には前記フレネルレンズの設置面に対し
て４５度の傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターを設け、該可視光のみ反
射フィルターに対向する前記筐体の側壁には補正用プリズムレンズを介して集光セルを設
置し、該集光セルは制御基板を介して夫々リード線にて蓄電池に接続されており、また前
記可視光のみ反射フィルターの下部には前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾
斜角を有して設置された赤外線反射ミラーを設け、該赤外線反射ミラーに対向する前記筐
体の側壁には補正用集光レンズを介して光ファイバー導入口を設置し、該光ファイバー導
入口を有する光ファイバーは集光熱ボイラー装置に内蔵された熱電変換器に接続されてお
り、前記集光グリッドを構成する中空形状の筐体は左右及び上下方向に複数個配列して集
光パネル枠内に嵌着保持されてパネル形状板を構成している太陽光の集光パネルを提供す
るものである。
【００１２】
また、本発明において、前記集光パネルを構成する集光グリッドは、夫々中空形状の筐体
を形成し、該筐体の上部入射光側に太陽光を集光するフレネルレンズを設置し、該フレネ
ルレンズを介して集光された太陽光は前記筐体の中間部に前記フレネルレンズの設置面に
対して４５度の傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターにて反射した後補正
用プリズムレンズを介して集光セルに入射して電気に変換され、該変換された電気は制御
基板を介してリード線にて蓄電池に蓄電され、また前記可視光のみ反射フィルターを通過
した赤外線は可視光のみ反射フィルターの下部に前記フレネルレンズの設置面に対して４
５度の傾斜角を有して設置された赤外線反射ミラーにて反射集光した後補正用集光レンズ
を介して光ファイバー導入口に集光され、該光ファイバー導入口に集光された赤外線は光
ファイバーを介して熱電変換器を内蔵した集光熱ボイラー装置に熱として蓄積されるよう
構成されている太陽光の集光パネルを提供するものである。
【００１３】
更に、本発明は、前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて２つ以上の集光パ
ネルを形成し、該集光パネルは建物の屋上や屋外に設置され夜間や日没時及び台風等気象
条件の悪い時には折り畳み、又は折り畳んで収納可能に構成した太陽光の集光パネルを提
供するものである。
【００１４】
そして、本発明において、前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて形成され
た集光パネルは、太陽光に対して角度調整や回転機構を具備しており、該角度調整や回転
機構を太陽光追尾装置にて回動操作することのできる太陽光の集光パネルを提供するもの
である。
【発明の効果】
【００１５】
本発明は、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外線に集光グリ
ッド内で分けて夫々集光させ、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄電し、赤
外線は熱として取り出して集光熱ボイラー装置に蓄積することにより、太陽光エネルギー
の波長帯を幅広く効率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供可能にした。
【００１６】
また、本発明は、集光グリッドの中空筐体内にフレネルレンズ設置面に対して４５度の傾
斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターを設け、該可視光のみ反射フィルター
の下部には前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾斜角を有して設置された赤外
線反射ミラーを設ける構成により、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換し
やすい赤外線に集光グリッド内で分けて夫々集光させる構成とし、該集光グリッドは左右
及び上下方向に複数個配列して集光パネルを製作することにより、従来の集光パネルに比
較して略半分の厚さに集光パネルを薄くして軽量化が図れるので、集光パネルの折り畳み
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機構や、太陽光に対する角度調整や回転機構動作用の駆動装置の動力を小さくすることが
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態を説明する斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ要部を説明する断面拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明は、エネルギーが紫外線、可視光、赤外線と広い波長帯に分布している太陽光を効
率よくエネルギーに変換することを目的として開発されたものである。本発明は、太陽エ
ネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外線とに集光グリッド内で分けて
夫々集光させ、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄電し、赤外線は熱として
取り出すことにより、例えば集光熱ボイラー装置に蓄積可能で、太陽光エネルギーの波長
帯を幅広く効率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供するものである。
【００１９】
本発明は、集光グリッドは中空形状の筐体を形成し、該筐体の上部入射光側に太陽光を集
光するフレネルレンズを設置し、該筐体の中間部には前記フレネルレンズの設置面に対し
て４５度の傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターを設け、該可視光のみ反
射フィルターに対向する前記筐体の側壁には補正用プリズムレンズを介して集光セルを設
置し、該集光セルは制御基板を介して夫々リード線にて蓄電池に接続されており、また前
記可視光のみ反射フィルターの下部には前記フレネルレンズの設置面に対して４５度の傾
斜角を有して設置された赤外線反射ミラーを設け、該赤外線反射ミラーに対向する前記筐
体の側壁には補正用集光レンズを介して光ファイバー導入口を設置し、該光ファイバー導
入口を有する光ファイバーは集光熱ボイラー装置に内蔵された熱電変換器に接続されてお
り、前記集光グリッドを構成する中空形状の筐体は左右及び上下方向に複数個配列して集
光パネル枠内に嵌着保持されてパネル形状板を構成している太陽光の集光パネルであるこ
とが好ましい。
【００２０】
また、本発明において、前記集光パネルを構成する集光グリッドは、夫々中空形状の筐体
を形成し、該筐体の上部入射光側に太陽光を集光するフレネルレンズを設置し、該フレネ
ルレンズを介して集光された太陽光は前記筐体の中間部に前記フレネルレンズの設置面に
対して４５度の傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターにて反射した後補正
用プリズムレンズを介して集光セルに入射して電気に変換され、該変換された電気は制御
基板を介してリード線にて蓄電池に蓄電され、また前記可視光のみ反射フィルターを通過
した赤外線は可視光のみ反射フィルターの下部に前記フレネルレンズの設置面に対して４
５度の傾斜角を有して設置された赤外線反射ミラーにて反射集光した後補正用集光レンズ
を介して光ファイバー導入口に集光され、該光ファイバー導入口に集光された赤外線は光
ファイバーを介して熱電変換器を内蔵した集光熱ボイラー装置に熱として蓄積されるよう
構成されている太陽光の集光パネルであることが好ましい。
【００２１】
更に、本発明は、前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて２つ以上の集光パ
ネルを形成し、該集光パネルは建物の屋上や屋外に設置され夜間や日没時及び台風等気象
条件の悪い時には折りたたみ又は収納可能に構成したものである。
【００２２】
そして、本発明において、前記集光グリッドが集光パネル枠内に嵌着保持されて形成され
た集光パネルは、太陽光に対して角度調整や回転機構を具備しており、該角度調整や回転
機構を太陽光追尾装置にて回動操作することのできる太陽光の集光パネルである。
【００２３】
斯して、本発明は、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外線に
集光グリッド内で分けて夫々集光させ、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄
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電し、赤外線は熱として取り出して集光熱ボイラー装置に蓄積することにより、太陽光エ
ネルギーの波長帯を幅広く効率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供可能
にした。
【００２４】
また、本発明は、集光グリッドの中空筐体内にフレネルレンズの設置面に対して４５度の
傾斜角を有して設置された可視光のみ反射フィルターを設け、該可視光のみ反射フィルタ
ーの下部には前記フレネルレンズ設置面に対して４５度の傾斜角を有して設置された赤外
線反射ミラーを設ける構成により、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換し
やすい赤外線に集光グリッド内で分けて夫々集光させる構成とし、該集光グリッドは左右
及び上下方向に複数個配列して集光パネルを製作することにより、従来の集光パネルに比
較して略半分の厚さに集光パネルを薄くして軽量化が図れるので、集光パネルの折り畳み
機構や、太陽光に対する角度調整や回転機構動作用の駆動装置の動力を小さくすることが
可能である。
【実施例１】
【００２５】
図１は、本発明の実施形態を説明する斜視図であり、図２は、図１のＡ－Ａ要部を説明す
る断面拡大図である。図１及び図２において、１は矢印ａ方向に折り畳み可能な集光パネ
ル、１ａ、１ｂは夫々集光パネル枠２内に嵌着保持された集光パネル、該集光パネル１ａ
、１ｂは、集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・の集合体にて構成されおり、該集光グリ
ッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・により構成された集光パネル１ａ、１ｂは回転可能に構成さ
れた回転板４上に載置され、該回転板４上で太陽光に対する角度調整や太陽の方位や高度
を追尾可能である。
【００２６】
また、前記集光パネル枠２内に嵌着保持された集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・の構
成は、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光Ｐ１と熱変換しやすい赤外線Ｐ２に集光
グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・内で分けて夫々集光させ、可視光Ｐ１は集光セル１９にて
電気に変換してリード線５を介して蓄電池６に蓄電し、赤外線Ｐ２は熱として光ファイバ
ー７を介して取り出すことにより、集光熱ボイラー装置８（図１に示す）に蓄積可能であ
る。
【００２７】
而して、集光パネル１、１ａ、１ｂの構成については、主に図２において説明する。図２
において、集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・は中空形状の筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・
・を形成し、該筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の側壁１０及び底部１１にはアルミカバー材
１２が貼着されている。そして、筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の上部入射光側１３には太
陽光を集光するフレネルレンズ１４を設置し、前記筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の中間部
にはフレネルレンズ１４の設置面に対して４５度の傾斜角を有して設置された可視光のみ
を反射可能な可視光反射フィルター１５を設け、該可視光反射フィルター１５に対向する
前記筐体筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の側壁１０には補正用プリズムレンズ１６を介して
集光セル１７を設置し、該集光セル１７は制御基板１８を介して夫々リード線５にて蓄電
池６（図１に示す）に接続されている。
【００２８】
また前記可視光反射フィルター１５の下部１９には前記フレネルレンズ１４の設置面に対
して４５度の傾斜角を有して設置された赤外線反射ミラー２０を設け、該赤外線反射ミラ
ー２０に対向する前記筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の側壁１０には補正用集光レンズ２１
を介して光ファイバー導入口２２を設置し、該光ファイバー導入口２２を有する光ファイ
バー７は集光熱ボイラー装置８に内蔵された熱電変換器（図示せず）に接続されており、
前記集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・を構成する中空形状の筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・
・・は左右及び上下方向に複数個配列して集光パネル枠２内に嵌着保持されてパネル形状
板を構成している太陽光の集光パネル１、１ａ、１ｂを提供するものである。
【００２９】
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斯して、本発明における集光パネル１、１ａ、１ｂの動作は、前記集光パネル１、１ａ、
１ｂを構成する集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・にて、夫々中空形状の筐体９ａ、９
ｂ、９ｃ・・・を形成し、該筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の上部入射光側１３に太陽光を
集光するフレネルレンズ１４を設置し、該フレネルレンズ１４を介して集光された太陽光
は前記筐体９ａ、９ｂ、９ｃ・・・の中間部に前記フレネルレンズ１４の設置面に対して
４５度の傾斜角を有して設置された可視光Ｐ１のみを反射可能な可視光反射フィルター１
５にて反射した後、補正用プリズムレンズ１６を介して集光セル１７に入射して電気に変
換され、該変換された電気は制御基板１８を介してリード線１９にて蓄電池６に蓄電され
る。
【００３０】
また、前記可視光反射フィルター１５を通過した赤外線Ｐ２は可視光のみを反射させる可
視光反射フィルター１５の下部１９に前記フレネルレンズ１４の設置面に対して４５度の
傾斜角を有して設置された赤外線反射ミラー２０にて赤外線Ｐ２のみを反射集光した後、
補正用集光レンズ２１を介して光ファイバー導入口２２に集光され、該光ファイバー導入
口２２に集光された赤外線Ｐ２は光ファイバー７を介して熱電変換器（図示せず）を内蔵
した集光熱ボイラー装置８に熱として蓄積されるよう構成されている太陽光の集光パネル
１、１ａ、１ｂである。
【００３１】
更に、本発明は、前記集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・が集光パネル枠２内に嵌着保
持されて２つ以上の集光パネル１ａ、１ｂを形成し、該集光パネル１ａ、１ｂは建物の屋
上や屋外に設置され夜間や日没時及び台風等気象条件の悪い時には折りたたみ又は折り畳
んで収納可能に構成している。
【００３２】
そして、本発明において、前記集光グリッド３ａ、３ｂ、３ｃ・・・が集光パネル枠２内
に嵌着保持されて形成された集光パネル１ａ、１ｂは、太陽光に対して角度調整や回転機
構を具備しており、該角度調整や回転機構を太陽光追尾装置にて回動操作することのでき
る太陽光の集光パネルである。
【００３３】
斯して、本発明は、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外線に
集光グリッド内で分けて夫々集光させ、可視光は集光セルにて電気に変換して蓄電池に蓄
電し、赤外線は熱として取り出して集光熱ボイラー装置に蓄積することにより、太陽光エ
ネルギーの波長帯を幅広く効率的に利用することのできる太陽光の集光パネルを提供可能
にした。
【００３４】
また、本発明は、集光グリッドの中空筐体内にフレネルレンズ設置面に対して４５度の傾
斜角を有して設置された可視光反射フィルターを設け、該可視光反射フィルターの下部に
は前記フレネルレンズ設置面に対して４５度の傾斜角を有して設置された赤外線反射ミラ
ーを設ける構成により、太陽エネルギーを電気変換しやすい可視光と熱変換しやすい赤外
線に集光グリッド内で分けて夫々集光させるものであり、本発明における前記集光グリッ
ドは、この集光グリッドを左右及び上下方向に複数個配列して集光パネルを製作すること
により、従来の集光パネルに比較して略半分の厚さに集光パネルに形成できるので、集光
パネル自体を薄く構成して軽量化が図れるので、集光パネルの折り畳み機構や、太陽光に
対する角度調整や回転機構動作用の駆動装置の動力を小さくすることが可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１，１ａ、１ｂ　集光パネル　　
２　集光パネル枠
３ａ、３ｂ、３ｃ・・・　集光グリッド
　４　回転板
　５　リード線
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６　蓄電池
　７　光ファイバー
　８　集光熱ボイラー装置
　９ａ、９ｂ、９ｃ・・・　筐体
１０　側壁
１１　底部
１２　アルミカバー材
１３　上部入射光側
１４　フレネルレンズ
１５　可視光反射フィルター
１６　補正用プリズムレンズ
１７　集光セル
１８　制御基板
１９　下部
２０　赤外線反射ミラー
２１　補正用集光レンズ
２２　光ファイバー導入口
Ｐ１　可視光
Ｐ２　赤外線

【図１】 【図２】



(9) JP 2016-5299 A 2016.1.12

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０２Ｓ   20/10     　　　Ｌ        　　　　　

(72)発明者  小出　重憲
            東京都中央区日本橋大伝馬町２番１１号　特殊技研販売株式会社内
(72)発明者  小関　淳一
            千葉県旭市鎌数９１６３番地の３８　特殊技研金属株式会社内
Ｆターム(参考) 5F151 JA14  JA22  JA23  JA24  JA25  JA29 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

